
児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は

6
月
30
日（
水
）ま
で
に
お
願
い
し
ま
す

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）の
ご
案
内

　
現
況
届
は
、
6
月
1
日
に
お
け
る
受
給
者
の
状
況
を
確
認
し
、
児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
現
在
、
児
童
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
が
、
令
和
3
年
6
月
以
降
も
引
き
続
き
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
は
、
現
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
の
方
へ
は
役
場
か
ら
現
況
届
を
発
送
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
6
月
30
日（
水
）

ま
で
に
役
場
子
ど
も
支
援
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届
の
提
出
が
な
い

と
、
6
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

　

次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
支
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制

度
で
す
。

●
支
給
対
象
と
な
る
児
童

　
0
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で（
15
歳
到
達
後
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）の
児
童

●
手
当
の
月
額

　
【
所
得
制
限
限
度
額
未
満
の
方
】

　
３
歳
未
満　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
律　
1
5
，0
0
0
円

　
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前（
第
1
・
2
子
）　
1
0
，0
0
0
円

　
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前（
第
3
子
以
降
）　
1
5
，0
0
0
円

　
（
※
施
設
入
所
等
児
童
に
つ
い
て
は
、
一
律　
1
0
，0
0
0
円
）

　
中
学
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
律　
1
0
，0
0
0
円

　
【
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
方
】

　
特
例
給
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
律　
　
5
，0
0
0
円

●
支
給
月　
6
月
、
10
月
、
2
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
を
支
給

●
支
給
開
始
月　
原
則
と
し
て
、
申
請
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給

【
対
象
者
】（
基
本
給
付
）

　
①�

令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
る
方

（
所
得
制
限
に
よ
る
全
部
停
止
と
な
っ
て
い
る
方
を
除
く
）

　
②�

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
方

　
③�

右
記
①
・
②
以
外
の
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と
な
る
水
準
に
下
が
っ
た
ひ
と
り
親

の
方

【
支
給
額
】（
基
本
給
付
）　
児
童
一
人
当
た
り
一
律
5
万
円

【
申
請
方
法
等
】（
基
本
給
付
）

　
①
の
方
は
申
請
不
要
で
す

　
②
・
③
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

�

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、
役
場
1
階
子
ど
も
支
援
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

�　

ま
た
、
申
請
書
を
提
出
さ
れ
る
際
は
、
申
請
書
様
式
記
載
の
書
類
の
添
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
※�

申
請
書
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
子

ど
も
支
援
課
窓
口
に
て
配
布
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】　
令
和
4
年
2
月
28
日（
月
）必
着

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
子
ど
も
支
援
課 

子
ど
も
支
援
担
当  

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
3

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
子
ど
も
支
援
課 

子
ど
も
支
援
担
当  

☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
3
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温
故
知
新

日
野
歴
史
探
訪

　私
達
の
住
む
日
野
町
に
は
、
52
の
大
字
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
で
い
ろ
ど

ら
れ
て
い
ま
す
。

　温
故
知
新
で
は
、
町
内
各
大
字
の
歴
史
と
代
表
的
な

文
化
財
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

問い合わせ先　近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎0748－52－0008

中
山
・
・
・
そ
の
１

　

大
字
中
山
は
、
必
佐
地
区
の
南
西
部
、

日
野
川
西
方
の
丘
陵
地
帯
に
位
置
し
て
お

り
、
北
部
は
東
近
江
市
、
西
部
は
甲
賀
市

に
接
し
て
い
ま
す
。
地
区
の
ほ
ぼ
中
央
付

近
の
高
台
に
建
つ
金こ

ん

剛ご
う

定じ
ょ
う

寺じ

か
ら
お
お
む

ね
東
側
の
中
山
東
、
西
側
の
中
山
西
、
南

東
部
に
あ
た
る
徳
谷
の
3
集
落
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
、
今
回
は
中
山
東

と
中
山
西
を
紹
介
し
ま
す
。

古
代
の
特
産
品
「
緑

り
ょ
く

釉ゆ
う

陶
器
」

　

古
代
の
中
山
を
語
る
う
え
で
欠
く
こ
と

が
出
来
な
い
も
の
と
し
て
は
、
窯よ

う

業ぎ
ょ
うが
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

　

日
野
の
窯
業
は
、
8
世
紀
前
半
に
、
西

桜
谷
地
域
の
布
引
丘
陵
で
始
ま
り
、
8
世

紀
後
半
に
は
、
中
山
の
北
西
端
に
位
置
す

る
金か

な

折お
れ

山や
ま

窯か
ま

跡あ
と

な
ど
で
も
、
須す

恵え

器き

の
生

産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
10
世
紀
後
半
か
ら
は
、
金
折

山
窯
跡
の
南
に
位
置
す
る
作

つ
く
り

谷や

窯か
ま

跡あ
と
（
滋

賀
県
指
定
史
跡
）
に
お
い
て
、
平
安
京
を

中
心
に
製
品
が
送
ら
れ
て
い
た
緑
釉
陶
器

の
生
産
が
行
わ
れ
ま
し
た
。緑
釉
陶
器
は
、

緑
色
の
釉ゆ

う

薬や
く

を
施
し
た
焼
き
物
で
、
近
江

は
京
都
、
東
海
に
次
ぐ
一
大
生
産
地
で
し

た
。古こ

刹さ
つ

「
金
剛
定
寺
」

　

寺
伝
に
よ
る
と
、
金
剛
定
寺
は
聖
徳
太

子
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
48
寺
の
1
つ
と

さ
れ
ま
す
。

　

一
時
は
多
く
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う（
子し

院い
ん

）
が
建
ち

並
ん
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
の
ち
に
戦
火

な
ど
で
荒
廃
し
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
頃

に
は
1
、
2
棟
の
建
物
し
か
残
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

多
く
の
塔
頭
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在

の
本
堂
（
大だ

い

悲ひ

閣か
く

）
に
安
置
さ
れ
て
い
る

仏
像
か
ら
も
推
察
で
き
ま
す
。
本
堂
は
、

文
化
2
年
（
1
8
0
5
）
に
、
時
の
領
主

で
あ
る
関せ

き

盛も
り

恭さ
と

の
寄
進
に
よ
り
、
本
尊
の

十
一
面
観
音
像
を
ま
つ
る
「
観
音
堂
」
と

し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
本
尊

は
、
十
一
面
観
音
像
と
し
て
は
珍
し
い
坐

像
で
あ
り
、
中
央
の
厨ず

子し

に
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
奥
の
壇
上
に
は

聖し
ょ
う

観か
ん

音の
ん

像ぞ
う

や
不
動
明
王
像
及
び
二に

童ど
う

子し

像ぞ
う
（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）
を
は
じ
め
、

大
日
如
来
像
、
阿
弥
陀
如
来
像
、
元が

ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

像ぞ
う

、
役

え
ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

像ぞ
う

な
ど
本
尊
級
の
多
く
の

仏
像
が
並
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
内
、
聖
観
音
像
は
9
世
紀
末
頃
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
町
内
最
古
の
仏
像
で

あ
る
一
方
、
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
と
大

日
如
来
像
は
、
戦
国
時
代
に
蒲
生
氏
が
寄

進
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
の
仏
像
は
、
彫
刻
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
も
貴
重
な
仏
像

と
言
え
る
の
で
す
。

旗
本
関
氏
ゆ
か
り
の
寺
院

　

金
剛
定
寺
の
塔
頭
で
あ
っ
た
と
伝
わ
る

隆り
ゅ
う

讃さ
ん

寺じ

（
中
山
東
）
と
光こ

う

明み
ょ
う

院い
ん
（
中
山
西
）

は
、い
ず
れ
も
関
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
す
。

関
氏
は
中
世
、
伊
勢
国
亀
山
を
本
拠
と
し

た
一
族
で
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
旗
本
と

し
て
中
山
ほ
か
五
千
石
を
領
し
ま
し
た
。

隆
讃
寺
は
そ
の
関
氏
の
菩
提
寺
で
あ
り
、

光
明
院
は
関
氏
の
重
臣
で
あ
る
葉は

若わ
か

氏
の

屋
敷
、
あ
る
い
は
そ
の
隣
接
地
で
あ
る
と

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
氏
歴
代

の
位
牌
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
近
江

中
山
の
芋
競く

ら

べ
祭
り
」
の
地

　

通
常
の
年
で
す
と
、
9
月
の
第
1
日
曜

日
、
野
神
山
に
設
け
ら
れ
た
祭
場
に
お
い

て
、
熊
野
神
社
の
氏
子
で
あ
る
東
谷
と
西

谷
の
両
地
区
か
ら
奉
納
さ
れ
た
里
芋
（
ト

ウ
ノ
イ
モ
）
の
長
さ
を
競
う
「
芋
競
べ
祭

り
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
滑
稽

な
動
作
や
美
し
い
所
作
な
ど
を
通
じ
て
、

両
集
落
の
誇
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来

ま
す
。

金剛定寺本尊「十一面観音像」

芋競べ祭りの様子
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